
①
特
定
不
妊
治
療
費

◆�

対
象
者
（
ａ
・
ｂ
・
ｃ
い
ず
れ

も
満
た
す
夫
婦
）

ａ�

夫
婦
の
一
方
ま
た
は
双
方
が
、

１
年
以
上
市
内
に
住
民
登
録
が

あ
り
、
婚
姻
し
て
い
る

ｂ�

千
葉
県
特
定
不
妊
治
療
費
助
成

事
業
決
定
を
受
け
て
い
る

ｃ
夫
婦
共
に
市
税
の
滞
納
が
な
い

◆
対
象
と
な
る
治
療

　

千
葉
県
特
定
不
妊
治
療
費
助
成

事
業
の
対
象
と
な
る
体
外
受
精
・

顕
微
授
精

◆
助
成
額

　

県
助
成
額
を
除
い
た
自
己
負
担

額
（
治
療
内
容
に
よ
り
上
限
５
万

円
～
10
万
円
）

②
男
性
不
妊
治
療
費

◆�
対
象
者
（
ａ
・
ｂ
・
ｃ
・
ｄ
い

ず
れ
も
満
た
す
男
性
）

ａ�

妻
が
千
葉
県
特
定
不
妊
治
療
費

助
成
事
業
決
定
を
受
け
て
い
る

ｂ�

千
葉
県
男
性
不
妊
治
療
費
助
成

事
業
決
定
を
受
け
て
い
る

ｃ�

夫
が
１
年
以
上
市
内
に
住
民
登

録
が
あ
る

ｄ
夫
婦
共
に
市
税
の
滞
納
が
な
い

◆
対
象
と
な
る
治
療

　

特
定
不
妊
治
療
に
至
る
過
程
で

治
療
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
精

巣
内
精
子
生
検
採
取
法
、
精
巣
上

体
内
精
子
吸
引
採
取
法
、
そ
の
他

精
子
を
精
巣
ま
た
は
精
巣
上
体
か

ら
採
取
す
る
た
め
の
手
術

◆
助
成
額

　

県
助
成
額
を
除
い
た
自
己
負
担

額
（
上
限
10
万
円
）

③
男
性
不
妊
検
査
費

◆�

対
象
者
（
ａ
・
ｂ
・
ｃ
い
ず
れ

も
満
た
す
男
性
）

ａ�

夫
婦
双
方
が
検
査
実
施
か
ら
申

請
ま
で
市
内
に
住
民
登
録
が
あ

り
、
婚
姻
し
て
い
る

ｂ�

検
査
実
施
日
に
お
い
て
妻
が
43

歳
未
満

ｃ�

夫
婦
共
に
市
税
の
滞
納
が
な
い

◆
対
象
と
な
る
検
査

　

保
険
診
療
外
の
男
性
不
妊
検
査

（
１
年
度
１
回
、
上
限
１
万
円
）

申
請
期
限

　

①
・
②
は
県
の
決
定
の
翌
日
か

ら
起
算
し
て
90
日
以
上
経
過
し
て

い
な
い
こ
と
、
③
は
検
査
を
行
っ

た
年
度
内
（
４
月
～
翌
年
３
月
）

お
問
い
合
わ
せ
は
、

健
康
管
理
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
４
、6
⒇
１
６
０
０
へ
。

　

市
で
は
、風
し
ん
の
流
行
を
防
ぐ

た
め
、風
し
ん
抗
体
検
査
お
よ
び
予

防
接
種
を
無
料
で
実
施
し
ま
す
。

◆
対
象

　

昭
和
37
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和

54
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
男
性

◆
実
施
方
法

　

昭
和
47
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和

54
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
男
性
に
、

無
料
ク
ー
ポ
ン
券
を
６
月
末
に
送

付
し
て
い
ま
す
。

※�

昭
和
37
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和

47
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
男
性

で
、
今
年
度
中
に
検
査
な
ど
を

希
望
す
る
方
は
、
個
別
に
発
送

し
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

◆
実
施
期
間

　

平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

４
年
３
月
31
日
ま
で

◆�

ク
ー
ポ
ン
券
が
届
く
前
に
検
査

な
ど
を
実
施
し
た
方

　

平
成
31
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

元
年
６
月
30
日
の
期
間
に
、
検
査

な
ど
を
自
費
で
実
施
し
た
方
は
、

健
康
管
理
課
へ
償
還
払
い
（
払
い

戻
し
）
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、
健
康
管
理
課
ウ
ェ
ブ

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※�

償
還
払
い
の
申
請
期
間
は
、
検

査
な
ど
を
実
施
し
た
日
か
ら
２

年
間
で
す
。

　
市
で
は
、
不
妊
に
悩
む
ご
夫
婦
へ
の
支
援
と
し
て
、
特
定
不
妊
治
療
費
、
男
性
不
妊
治
療
費
お
よ
び

男
性
不
妊
検
査
費
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

妊
活
を
頑
張
る
ご
夫
婦
を
支
援
！

不
妊
治
療
費
等
を
助
成
し
ま
す

お
問
い
合
わ
せ
は
、

健
康
管
理
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
４
、6
⒇
１
６
０
０
へ
。

平成31年4月1日 令和元年6月30日
償還払い
対象外期間

償還払い
対象期間

クーポン券
使用期間

償還払い
対象項目

抗体検査 予防接種 ⇒ 予防接種のみ

抗体検査� 予防接種 ⇒ 抗体検査および
予防接種

抗体検査 予防接種 ⇒ 抗体検査のみ
予防接種のみ

（予防接種の前に抗体検査を
していない）

⇒ 償還払い対象外

成
人
男
性
の
風
し
ん
抗
体
検
査

お
よ
び
予
防
接
種
の
費
用
助
成

市では、広報紙の送付を希望される方に無料で郵送しています。
お問い合わせは、秘書広報課☎（20）1512、6（20）1601へ。お知らせ7 広報もばら　2019.9.1



「
自
分
は
大
丈
夫
だ
ろ
う
」

と
考
え
な
い

　

災
害
に
対
し
て
、
人
は
楽
観
的

で
す
。
例
え
ば
、
年
間
死
亡
者
が

約
４
千
人
弱
の
交
通
事
故
に
は
、

誰
も
自
分
が
遭
遇
す
る
と
は
考
え

ず
、「
自
分
は
大
丈
夫
だ
ろ
う
」

と
思
い
ま
す
。

　

同
様
に
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の

時
に
、
普
段
動
か
な
い
よ
う
な
大

き
な
家
具
や
テ
レ
ビ
が
飛
ん
で
き

て
ケ
ガ
を
さ
れ
た
方
は
全
負
傷
者

の
46
％
、
新
潟
県
中
越
地
震
で
は

41
％
い
ま
し
た
。
し
か
し
東
京
消

防
庁
の
調
査
で
は
、実
際
に
家
具

類
の
転
倒
・
落
下
に
対
す
る
対
策

を
実
施
し
て
い
る
人
は
、
30
％
弱

と
言
わ
れ
て
お
り
、
い
ま
だ
改
善

さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
、
楽
観
的

に
考
え
て
い
る
人
が
多
い
の
が
現

状
で
す
。

防
災
の
備
え
は
自
分
の 

大
切
な
人
を
守
る
た
め
に 

重
要
で
す

　

防
災
と
は
、「
自
分
の
大
切
な

人
を
守
る
こ
と
で
あ
る
。」
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

実
際
に
災
害
時
に
避
難
所
で
ひ

ど
く
落
ち
込
ま
れ
て
い
る
人
は
、

自
分
の
伴
侶
や
子
供
を
亡
く
さ
れ

た
方
々
で
す
。
地
震
に
お
い
て
は
、

で
き
る
限
り
の
対
策
を
施
す
こ
と

に
よ
り
被
害
を
最
小
限
に
し
、
風

水
害
に
お
い
て
は
、
避
難
勧
告
等

が
発
令
さ
れ
れ
ば
、
速
や
か
に
避

難
す
る
こ
と
に
よ
り
、
危
険
な
状

態
に
遭
遇
す
る
こ
と
な
く
、
自
分

の
大
切
な
人
を
守
る
こ
と
に
つ
な

が
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
分
の
大
切
な

人
を
守
る
た
め
に
は
、「
備
え
」

が
最
も
重
要
で
す
。

防
災
の
備
え
も
、
自
助
・

共
助
・
公
助
の
基
本
で
す

　

耐
震
化
、
家
具
の
転
倒
防
止
、

備
蓄
を
行
う
な
ど
の
災
害
に
対
応

で
き
る
準
備
の
ほ
か
に
、
正
し
く

行
動
で
き
る
知
識
を
得
る
こ
と
、

家
庭
や
職
場
に
お
け
る
避
難
所
の

確
認
と
い
っ
た
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

地
域
と
し
て
も
、
日
ご
ろ
か
ら

自
主
防
災
組
織
等
の
訓
練
に
よ
り
、

防
災
行
政
無
線
で
放
送
し
た

内
容
を
電
話
で
聞
く
こ
と
が

で
き
ま
す
！

　

風
雨
等
に
よ
り
、
防
災
行
政
無

線
の
放
送
が
聞
こ
え
な
か
っ
た
り
、

聞
き
取
り
に
く
か
っ
た
場
合
、
次

の
電
話
番
号
に
電
話
し
て
く
だ
さ

い
（
携
帯
電
話
可
）。
災
害
に
関

す
る
情
報
を
、
無
料
で
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

防
災
行
政
無
線�

テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス�

０
１
２
０
－
４し

３み
ん
８は
－
１１

１１

９９

　

ま
た
、「
も
ば
ら
安
全
安
心
メ
ー

ル
」
に
登
録
し
て
い
た
だ
く
と
防

災
情
報
が
自
動
的
に
配
信
さ
れ
ま

す
。

　
「
も
ば
ら
安
全
安
心
メ
ー
ル
」

の
利
用
が
困
難
で
、
65
歳
以
上
の

方
や
視
聴
覚
に
障
害
を
お
持
ち
の

方
は
、「
電
話
配
信
・
フ
ァ
ッ
ク

ス
配
信
サ
ー
ビ
ス
」
に
登
録
し
て

い
た
だ
く
と
、
防
災
情
報
が
自
動

的
に
配
信
さ
れ
ま
す
。

　

市
で
は
、市
民
と
行
政
が
連
携
・

協
力
し
て
、
地
域
の
課
題
解
決
に

取
り
組
む「
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
」

を
推
進
し
て
い
ま
す
。

　

市
民
活
動
団
体
・
地
域
ま
ち
づ

く
り
協
議
会
の
取
り
組
み
を
支
援

す
る
た
め
、
補
助
金
の
交
付
団
体

を
募
集
し
ま
す
。

１
．
市
民
活
動
団
体
補
助
金

◆
対
象
団
体　
認
定
市
民
活
動
団
体

◆
補
助
事
業　
ま
ち
づ
く
り
の
た

め
の
事
業

◆
補
助
団
体
数　
３
団
体（
予
定
）

２
．
協
働
提
案
事
業
補
助
金

◆
対
象
団
体　
認
定
市
民
活
動
団
体

◆
募
集
事
業　
行
政
と
協
働
で
実

施
す
る
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
の
事
業

①
行
政
提
案
型　

テ
ー
マ
が
決
定

次
第
、
別
途
募
集
予
定

協働のまちづくりを

推進しています

～令和２年度
補助金交付団体を

募集～

９月１日は「防災の日」です
いざという時のために、「備え」を！

お問い合わせは、防災対策課（４階）
☎（36）７５８０、6（20）１６０２へ。

近
所
に
住
む
人
た
ち
の
顔
を
知
り
、

お
互
い
に
助
け
合
え
る
関
係
を
構

築
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
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第
３
回�

木
造
住
宅
無
料
耐
震�
�

相
談
会
を
開
催
し
ま
す

　

市
で
は
、
平
成
12
年
５
月
31
日

以
前
に
建
築
さ
れ
た
木
造
住
宅
の

耐
震
化
を
推
進
す
る
た
め
、
木
造

２
階
以
下
の
一
戸
建
て
の
住
宅
の

所
有
者
・
居
住
者
を
対
象
に
、
耐

震
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

◆
日
時

　

９
月
27
日
㊎
13
時
～
17
時

　
（
１
組
50
分
程
度
）

◆
内
容

　

個
別
簡
易
耐
震
診
断

　
（
相
談
無
料
）

◆
場
所

　

市
役
所
８
階
８
０
１
会
議
室

◆
申
込
方
法

　

電
話
に
よ
る
事
前
予
約
制

　
（
先
着
４
組
）

◆
申
込
期
間

　

９
月
２
日
㊊
～
20
日
㊎

　
（
土
日
・
休
日
を
除
く
）

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は
、

建
築
課
（
８
階
）

☎
⒇
１
５
８
８
、6
⒇
１
６
０
６
へ
。

②
団
体
提
案
型　

ま
ち
づ
く
り
の

た
め
の
事
業

◆
補
助
団
体
数　
各
１
団
体（
予
定
）

◆
審
査　
書
類
審
査
お
よ
び
公
開

プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
（
予
定
）

３
．�

地
域
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

補
助
金

◆
対
象
団
体　
認
定
地
域
ま
ち
づ

く
り
協
議
会

◆
補
助
事
業　
地
域
に
お
け
る
ま

ち
づ
く
り
の
た
め
の
事
業

◆
補
助
団
体
数　
３
団
体（
予
定
）

１
～
３
共
通

◆
実
施
要
件

　

営
利
・
宗
教
・
政
治
等
を
目
的

と
せ
ず
、
令
和
２
年
４
月
１
日
か

ら
令
和
３
年
３
月
31
日
ま
で
に
事

業
が
終
了
す
る
も
の

◆
補
助
金
額　
上
限
10
万
円

◆
提
出
書
類　
補
助
金
交
付
要
望

書
、
実
施
計
画
等

◆
申
込
方
法

　

所
定
の
申
込
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
持
参
ま
た
は
郵
送

◆
提
出
期
限　
10
月
31
日
㊍
（
当

日
消
印
有
効
）

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は
、

生
活
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
５
、6
⒇
１
６
０
０
へ
。

警戒レベルを用いて避難勧告などを発令します
　平成30年７月豪雨（西日本豪雨）を教訓として、内閣府より「避難勧告等に関するガイドライン」
が改定され、洪水や土砂災害、河川の氾濫などの避難情報が出された際に、住民の皆さんが直感的に理
解しやすく適切な避難行動が可能となるよう、５段階の「警戒レベル」を用いて情報提供することとな
りました。

避難情報等 防災気象情報
警戒レベル 避難行動等 避難情報等 警戒レベル相当情報（例）

警戒レベル５
既に災害が発生している状況です。
命を守るための最善の行動をとりま
しょう。

災害発生情報
（市町村が発令）

警戒レベル５相当情報
氾濫発生情報
大雨特別警報　等

警戒レベル４
（全員避難）

速やかに避難先へ避難しましょう。
移動が危険な場合は、近くの安全な
場所や、自宅内の安全な場所へ避難
しましょう。

避難指示（緊急）
避難勧告
（市町村が発令）

警戒レベル４相当情報
氾濫危険情報
土砂災害警戒情報　等

警戒レベル３
（高齢者等は避難）

避難に時間を要する人（ご高齢の方、
障害のある方、乳幼児等）とその支
援者は避難しましょう。

避難準備・
高齢者等避難開始
（市町村が発令）

警戒レベル３相当情報
氾濫警戒情報
洪水警報　等

警戒レベル２
避難に備え、ハザードマップ等によ
り、自らの避難行動を確認しましょ
う。

洪水注意報
大雨注意報等
（気象庁が発表）

上記は、住民が自主的
に避難行動をとるため
に参考とする情報で
す。警戒レベル１ 災害への心構えを高めましょう。 早期注意情報

（気象庁が発表）
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知
ら
な
い
う
ち
に
進
行
す
る�

骨
粗
し
ょ
う
症

　

骨
粗
し
ょ
う
症
と
は
、
骨
を
形

成
し
て
い
る
カ
ル
シ
ウ
ム
、
た
ん

ぱ
く
質
、
リ
ン
の
量
が
減
少
す
る

た
め
に
、
骨
が
も
ろ
く
ス
カ
ス
カ

に
な
り
、
骨
折
し
や
す
く
な
る
病

気
で
す
。
骨
粗
し
ょ
う
症
は
骨
折

す
る
ま
で
は
自
覚
症
状
が
ほ
と
ん

ど
な
い
た
め
、
日
ご
ろ
か
ら
の
予

防
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。

丈
夫
な
骨
を
つ
く
る
た
め
、�

食
事
と
運
動
に
取
り
組
も
う

　

骨
粗
し
ょ
う
症
を
予
防
す
る
に

は
食
習
慣
と
運
動
習
慣
を
見
直
す

こ
と
が
大
事
で
す
。
し
っ
か
り
と

食
事
を
と
り
、
身
体
を
動
か
し
て
、

健
康
な
骨
を
手
に
入
れ
ま
し
ょ
う
。

○
栄
養

　

骨
量
を
増
や
す
た
め
に
は
カ
ル

シ
ウ
ム
、
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
、
ビ
タ
ミ

ン
Ｋ
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
摂
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

　

カ
ル
シ
ウ
ム
＝
牛
乳
・
大
豆
製

品
／
ビ
タ
ミ
ン
Ｂ
＝
き
く
ら
げ
・

青
魚
／
ビ
タ
ミ
ン
Ｋ
＝
納
豆
・
ほ

う
れ
ん
草　

な
ど

○
運
動

　

骨
は
負
担
が
か
か
る
ほ
ど
強
く

な
る
性
質
が
あ
り
ま
す
。
自
身
の

体
調
に
合
わ
せ
取
り
組
ん
で
み
ま

し
ょ
う
。

　

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
な
ど
の
有
酸
素

運
動
（
30
分
程
度
）
／
簡
単
な
ス

ト
レ
ッ
チ

◆
日
程　
10
月
11
日
㊎
、
18
日
㊎

　

両
日
と
も
午
前
の
部
、
午
後
の

部
あ
り
（
全
４
回
）

　
（
受
付
時
間　

９
時
～
10
時
、

13
時
30
分
～
14
時
30
分
）

◆
会
場　
保
健
セ
ン
タ
ー

◆
定
員　
各
１
０
０
人（
申
込
順
）

◆
対
象
者　
平
成
31
年
４
月
１
日

現
在
で
18
～
35
・
40
・
45
・
50
・

55
・
60
・
65
・
70
歳
の
女
性

◆
検
査
方
法　
超
音
波
に
よ
る
か

か
と
の
骨
量
測
定（
妊
娠
中
で
も
可
）

◆
自
己
負
担
額　
５
０
０
円

お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
は
、

健
康
管
理
課
（
２
階
）

kenkou@
city.m

obara.chiba.jp

☎
⒇
１
５
７
４
、6
⒇
１
６
０
０
、

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
�
１
７
２
５
、6
�
１
８
６
５
へ
。

　
市
で
は
、
骨
粗
し
ょ
う
症
予
防
検
診
を
行
っ
て
い
ま
す
。
超
音
波
に

よ
る
骨
密
度
を
測
定
後
、
そ
の
結
果
に
応
じ
た
ア
ド
バ
イ
ス
、
必
要
に

よ
り
栄
養
指
導
、
受
診
勧
奨
な
ど
を
行
い
ま
す
。

あ
な
た
の
骨
は
大
丈
夫
？

～
骨
粗
し
ょ
う
症
予
防
検
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
！
～

事業者の皆様!
仕入税額控除の方式が
変わります!

8％ 10％
2019年10月1日から
消費税・地方消費税の
軽減税率制度がスター
ト。全ての事業者の方
に関係があります。
レジ導入などに対する
補助金もあります。

軽減税率 国税庁
詳しくはこちら

茂原市プレミアム付商品券の�
� 購入引換券を９月中旬に送付します

　購入引換券は、次のとおり交付します。
○�購入申請をされた扶養外住民税非課税者１人につき、
１枚交付します。
○�平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれ
たお子さんがいる世帯の世帯主に、対象児童数と同じ
枚数を交付します。
※８月以降に出生した世帯には10月に交付します。
○購入できる期間：10月1日㊋～令和2年2月28日㊎
○商品券の有効期間：10月1日㊋～令和2年3月31日㊋
※�購入限度額、購入場所、使用可能店舗など詳しくは、
同封された資料をご覧ください。

お問い合わせは、
茂原市プレミアム付商品券事務局（５階）

☎（36）２５５１、6（20）１６０４へ。

契約内容公表　令和元年度第１四半期に契約を締結した1,000万円以上の建設工事は次のとおりです。
No 工　　事　　名 請負業者 契約額（円） 工　　期
1 町保保育所防水改修工事 神明建設（株） 27,000,000 H31.4.24 ～ R1.7.26
2 単独調理場配膳室整備工事（その１） （株）緑川組 29,160,000 R1.6.5 ～ R1.10.31
3 単独調理場配膳室整備工事（その２） （株）三枝組 33,588,000 R1.6.5 ～ R1.10.31
4 市営吉井住宅解体工事 （株）緑川組 41,580,000 R1.6.12 ～ R1.12.27

5 茂原市防災行政無線（同報系）
屋外子局デジタル化整備工事 （株）日立国際電気 82,404,000 R1.6.26 ～ R2.2.28

お問い合わせは、管財課（４階）　☎（20）１５２０、6（20）１６０２へ。
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このコーナーでは、
　市内のできごとを写真と文章でお知らせします。マイシティモバラ

　茂原人権擁護委員協議会は、二宮学童クラブの児童を対

象に、人権紙芝居「ずっとともだちでいたいから」と「イ

ンターネットにご用心」の読み聞かせを行いました。児童

たちは２つの紙芝居を通して、思いやりの心を持つことの

大切さや、インターネットについて気を付けなければなら

ないことを学びました。

　茂原市音楽協会主催による第46回茂原市役所ロビーコン

サートが、市役所１階ロビーで開催されました。

　今回は、マリンバ（野口　彩乃さん）とピアノ（金田　

友理さん）により、剣の舞（ハチャトリアン）など７曲が

披露され、訪れた多くの観客は、美しく楽しい演奏に魅了

されていました。

　市では、ドイツのハンブルクから来訪したドイツ団の柔

道グループ10人を東郷福祉センターに招き、そば打ち体験

を行いました。

　かるがも蕎麦の会の皆さんの指導のもと、そば粉と水を

合わせるところから生地を切るまで、一連の作業を真剣な

表情で取り組んでいました。

▲息の合った演奏が響きました

▲「さくらさくら」に挑戦しました

▲同じ太さになるように集中して切りました

▲子どもたちは夢中で紙芝居に見入っていました

7/23

8/9

8/6

～マリンバとピアノで奏でる夏の調べ～

紙芝居で学ぶ思いやり

一本一本ていねいに

第46回茂原市役所ロビーコンサート

学童クラブで人権紙芝居

　姉妹都市オーストラリア・ソルズベリー市から、エンデ

バーカレッジ校の生徒11人および教員３人が茂原市を訪れ

ました。茂原中学校吹奏楽部の歓迎を受けた後、琴の演奏

体験や七夕飾りづくりなどで市内の中学生と交流。昼食時

には「もばら〜めん」づくりを見学し、茂原の味を堪能し

ました。

7/24
日本文化を体験
ソルズベリー市高校生来訪

日独スポーツ少年団交流事業
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Life Information
暮らしに役立つ情報が満載 !

くらしの情報コーナー
公
共
施
設
な
ど
の
使
用
料
等
を

一
部
改
正
し
ま
す

　

10
月
１
日
か
ら
消
費
税
率
が

８
％
か
ら
10
％
に
引
き
上
げ
ら
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
消
費
税
が
転
嫁

さ
れ
て
い
る
各
種
公
共
施
設
な
ど

の
使
用
料
等
を
見
直
し
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
各
種
公
共
施
設
な

ど
の
使
用
料
等
に
つ
い
て
は
、
各

担
当
課
ま
た
は
各
施
設
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
市
ウ
ェ
ブ
サ

イ
ト
で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

問
財
政
課
（
４
階
）

☎
⒇
１
５
１
７
、
6
⒇
１
６
０
３

歯
周
病
検
診
・
妊
婦
歯
科
検
診

の
お
知
ら
せ

　

日
時
＝
10
月
５
日
㊏
／
受
付
＝

妊
婦
歯
科
検
診
13
時
～
13
時
20
分
、

歯
周
病
検
診
13
時
40
分
～
14
時
／

場
所
＝
保
健
セ
ン
タ
ー
／
対
象
者

＝
妊
婦
お
よ
び
平
成
31
年
４
月
１

日
現
在
で
40
歳
・
45
歳
・
50
歳
・

55
歳
・
60
歳
・
65
歳
・
70
歳
・
75

歳
・
80
歳
の
方
／
内
容
＝
歯
科
診

察
、
歯
科
相
談
、
個
別
ブ
ラ
ッ
シ

ン
グ
指
導
／
費
用
＝
５
０
０
円

【
申
込
・
問
合
せ
】

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
�
１
７
２
５
、
6
�
１
８
６
５

二
宮
小
学
校
と
緑
ヶ
丘
小
学
校

の
統
合
に
よ
り
新
し
く
で
き
る

小
学
校
の
校
名
を
募
集
し
ま
す

　

応
募
資
格
＝
二
宮
小
学
校
ま
た

は
緑
ヶ
丘
小
学
校
の
学
区
内
に
居
住

す
る
人（
年
齢・性
別
問
わ
ず
）／
募

集
期
間
＝
９
月
４
日
㊌
～
20
日
㊎

　

応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
学
校

教
育
課
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
ま
た
は
同

課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
学
校
教
育
課
（
９
階
）

☎
⒇
１
５
５
８
、
6
⒇
１
６
０
７

９
月
１
日
～
10
日
は
「
屋
外
広

告
物
適
正
化
旬
間
」
で
す

　

屋
外
広
告
物
の
掲
出
に
は
、
原

則
と
し
て
市
の
許
可
が
必
要
で
す
。

屋
外
広
告
物
の
適
正
管
理
の
促
進

の
た
め
、
毎
年
９
月
１
日
～
10
日

ま
で
が
「
屋
外
広
告
物
適
正
化
旬

間
」
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

適
正
な
屋
外
広
告
物
の
掲
出
・
管

理
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
都
市
計
画
課
（
８
階
）

☎
⒇
１
５
４
６
、
6
⒇
１
６
０
６

10
月
か
ら
「
年
金
生
活
者
支
援

給
付
金
制
度
」
が
始
ま
り
ま
す

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、

消
費
税
率
引
き
上
げ
分
を
活
用
し
、

年
金
を
含
め
て
も
所
得
が
低
い
方

の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
年

金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も

の
で
す
。
こ
の
給
付
金
を
受
け
取

る
に
は
、
次
の
支
給
要
件
を
満
た

す
と
と
も
に
、
認
定
請
求
手
続
き

を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◆
支
給
要
件

【
老
齢
（
補
足
的
老
齢
）
年
金
生

活
者
支
援
給
付
金
】

①�

65
歳
以
上
で
、
老
齢
基
礎
年
金

を
受
け
て
い
る
。

②�

請
求
さ
れ
る
方
の
世
帯
全
員
の

市
民
税
が
非
課
税
で
あ
る
。

③�

前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の
他

の
所
得
額
の
合
計
が
87
万
９
３

０
０
円
以
下
で
あ
る
。

【
障
害
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
】

①
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
。

②�

前
年
の
所
得
額
が
「
４
６
２
万

１
０
０
０
円
＋
扶
養
親
族
の
数

×
38
万
円
」
以
下
で
あ
る
。

【
遺
族
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
】

①
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
。

②�

前
年
の
所
得
額
が
「
４
６
２
万

１
０
０
０
円
＋
扶
養
親
族
の
数

×
38
万
円
」
以
下
で
あ
る
。

　

ま
た
、
平
成
31
年
４
月
１
日
時

点
で
老
齢
・
障
害
・
遺
族
基
礎
年

金
を
受
給
し
、
支
給
要
件
を
満
た

し
て
い
る
方
に
は
、
令
和
元
年
９

月
ご
ろ
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
給

付
金
の
案
内
が
届
き
ま
す
の
で
、

同
封
さ
れ
て
い
る
請
求
書
に
必
要

事
項
を
ご
記
入
の
上
、
速
や
か
に

返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

問
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０（
０
５
）４
０
９
２

高
齢
者
に
長
寿
祝
金
を
支
給

　

市
で
は
、
９
月
15
日
「
老
人
の

日
」
の
行
事
と
し
て
長
寿
の
お
祝

い
と
敬
老
の
意
を
表
し
、
長
寿
の

節
目
を
迎
え
る
方
に
祝
金
を
支
給

し
ま
す
。

◆
受
給
資
格

　

９
月
15
日
現
在
で
長
寿
の
節
目

を
迎
え
る
方
（
米
寿
・
白
寿
）
お

よ
び
満
１
０
０
歳
以
上
の
方
で
、

本
市
に
引
き
続
き
１
年
以
上
居
住

し
、
本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
記

録
さ
れ
て
い
る
方
。

◆
祝
金
の
額

　

米
寿
（
昭
和
５
年
９
月
17
日
～

昭
和
６
年
９
月
16
日
生
で
満
88
歳

の
方
）�

５
千
円

　

白
寿
（
大
正
８
年
９
月
17
日
～

大
正
９
年
９
月
16
日
生
で
満
99
歳

の
方
）�

１
万
円

　

大
正
８
年
９
月
16
日
以
前
に
生

ま
れ
た
満
１
０
０
歳
以
上
の
方

�

２
万
円

◆
資
格
の
喪
失
（
９
月
14
日
ま
で

に
、い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
）

①
市
外
に
転
出
し
た
と
き

②
亡
く
な
ら
れ
た
と
き

③�

そ
の
他
祝
金
の
支
給
が
適
当
で

な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き

◆
支
給
期
間

　

９
月
15
日
㊐
～
30
日
㊊
（
地
区

民
生
委
員
等
が
配
付
）

問
高
齢
者
支
援
課
地
域
包
括
支
援

室
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
８
３
、
6
�
６
７
８
８

令
和
２
・
３
年
度
入
札
参
加
資
格

審
査
申
請
の
当
初
申
請
に
つ
い
て

　

市
の
建
設
工
事
、
測
量
・
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
、
業
務
委
託
、
物
品

の
購
入
な
ど
の
入
札
に
参
加
す
る

に
は
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
の

手
続
き
を
し
て
、「
茂
原
市
入
札

参
加
資
格
者
名
簿
」
に
登
載
さ
れ

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

◆
受
付
期
間

　

９
月
17
日
㊋
～
11
月
15
日
㊎
17

時
ま
で

◆
申
請
方
法

　
「
ち
ば
電
子
調
達
シ
ス
テ
ム
」で

の
電
子
申
請
お
よ
び
申
請
書
類（
申

請
書
お
よ
び
添
付
書
類
）の
提
出

　

詳
し
く
は
、
管
財
課
ウ
ェ
ブ

ペ
ー
ジ
お
よ
び
千
葉
県
電
子
自
治

体
運
営
協
議
会
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
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Life Information
暮らしに役立つ情報が満載 !

くらしの情報コーナー

市の花 コスモス（H9.10.20指定） 市の木 つつじ（S45.11.10指定）

相　　談　　日
■市民相談 執務時間内／場所・問合せ＝生活課（2階）☎（20）1505
■無料法律相談
　（予約制・民事）

9月12日㊍　13時〜 15時／場所＝5階505会議室、
9月24日㊋　13時〜 15時／場所＝5階505会議室／問合せ＝生活課（2階）☎（20）1505

■交通事故相談（予約制） 9月27日㊎　10時〜 15時／場所＝5階505会議室／問合せ＝生活課（2階）☎（20）1505

■人権・行政相談 9月10日㊋　13時〜 16時／場所＝市役所5階505会議室
9月26日㊍　13時〜 16時／場所＝ほのおか館2階第1、 2研修室／問合せ＝生活課（2階）☎（20）1505

■消費生活相談 月〜金曜日　9時30分〜 16時（12時〜 13時までを除く）
／場所・問合せ＝消費生活センター（生活課内）☎（20）1101

■心配ごと相談 毎週水曜日（休日を除く）9時〜 15時／場所＝総合市民センター／問合せ＝社会福祉協議会☎（23）1969
■ボランティア相談 執務時間内／場所＝総合市民センター／問合せ＝社会福祉協議会☎（23）1969
■無料法律相談 9月25日㊌　13時〜 16時（要電話予約）／場所＝総合市民センター／問合せ＝社会福祉協議会☎（23）1969

■健康相談 毎週火・木・金曜日　13時〜 16時（行事の都合により、閉室の場合あり）
／場所・問合せ＝総合市民センター☎（24）9511

■歯科相談・栄養相談（要電話予約）9月2日㊊、10月7日㊊　10時〜12時、13時〜16時／場所・問合せ＝保健センター☎（25）1725

■助産師相談 （要電話予約）9月13日㊎、27日㊎、10月3日㊍　9時30分〜 11時30分
／場所・問合せ＝保健センター☎（25）1725

■６カ月乳児相談 9月19日㊍（平成31年3月生）／受付＝9時15分〜 9時30分、13時15分〜 13時30分
／場所・問合せ＝保健センター☎（25）1725

■1歳6カ月児健康診査 9月17日㊋（平成30年3月生）／受付＝13時〜 13時20分／場所・問合せ＝保健センター☎（25）1725

■２歳児歯科健康診査 10月17日㊍（平成29年4月生・平成29年5月生）／受付＝9時〜 10時
／場所・問合せ＝保健センター☎（25）1725

■3歳児健康診査 9月18日㊌（平成28年3月生）／受付＝13時〜 13時20分／場所・問合せ＝保健センター☎（25）1725
■フッ素で強い歯！
　プロジェクト

9月17日㊋（平成28年9月生）・18日㊌（平成29年9月生）／受付＝14時30分〜 14時40分
／場所・問合せ＝保健センター☎（25）1725

■	こころの健康相談
　（予約制）

9月12日㊍、26日㊍、10月24日㊍　9時30分、10時45分、13時15分、14時30分
／場所・問合せ＝保健センター☎（25）1725

■	子育て相談
　（予約制）

9月13日㊎／内容＝子育て、発育、発達に関すること／対象＝就学前までの親子
／場所＝保健センター☎（25）1725 ／問合せ＝子育て支援課☎（20）1573

■	ことばの相談
　（予約制）

9月6日㊎、13日㊎、27日㊎／内容＝ことばに関すること／対象＝就学前までの親子
／場所＝保健センター☎（25）1725 ／問合せ＝子育て支援課☎（20）1573

■家庭児童相談
　DV相談

執務時間内／内容＝子育て、児童虐待、DVなどに関する相談
／場所・問合せ＝子育て家庭相談室（2階）☎（23）5500

■家庭教育相談 毎週月・火・水・木曜日　9時〜 17時（火曜日のみ9時〜 12時）／場所・問合せ＝生涯学習課（9階）☎（20）1559
■少年相談 月〜金曜日　9時〜 16時30分／場所・問合せ＝青少年指導センター☎（22）0080

■高齢者総合相談
執務時間内／場所・問合せ＝茂原市もばら地域包括支援センター☎（22）3007、茂原市みなみ地域包括支援
センター☎（20）2626、茂原市ちゅうおう地域包括支援センター☎（26）7525、 茂原市ほんのう地域包括支援
センター☎（36）2123※本納地区高齢者相談会＝9月12日㊍13時〜 16時／場所＝ほのおか館1階相談室

■無料法律相談 千葉県では無料法律相談を実施しています。／問合せ＝県総合企画部報道広報課広聴室☎043（223）2249

■県民相談 執務時間内／場所・問合せ＝長生地域振興事務所地域振興課☎（25）7830

■教育相談 執務時間内／場所・問合せ＝東上総教育事務所相談室☎（23）4460

■長生健康福祉
　センター
（※太字は予約制）

HIV等抗体検査、エイズ相談、性感染症検査、肝炎ウイルス検査、骨髄バンクドナー登録受付、腸内細
菌検査（検便）、精神保健福祉相談、家庭児童相談、ひとり親家庭自立支援などを行っています。
／場所・問合せ＝長生健康福祉センター（長生保健所）☎（22）5167 ／ DV相談（来所相談は予約制）専用電
話☎（22）5565 ／障害のある人への差別に関する相談　専用電話☎（26）1510

今 月 の 納 期
●国民健康保険税（第３期） 
■納期限は、９月30日㊊です。

※コンビニエンスストアでも納付できます。
※納税には便利な口座振替をご利用ください。

お問い合わせは、収税課（２階）
☎（20）１５７８、6（20）１６０９へ。

介護保険の保険証を交付
　満65歳になる方（昭和29年 9月2日～昭和29年10月1日生）は、第
1号被保険者の資格取得となります。 9月15日ごろまでに保険証（被保
険者証）を郵送します。
お問い合わせは、高齢者支援課（２階）☎（20）１５７２、6（20）１６１０へ。

満75歳の誕生日から後期高齢者医療の対象に
　満75歳になる方（昭和19年10月2日～昭和19年11月1日生）は、現
在加入の健康保険を脱退し、誕生日当日から後期高齢者医療制度に加
入することとなります。今月末までに保険証（被保険者証）を郵送します。
お問い合わせは、国保年金課（２階）☎（20）１５０３、6（20）１６００へ。
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